
  

 
研究の主体 が 

a.他機関  b.本学（荒川 C） 

研究代表者 が 

 

a.学生本人 

 

b. 本学教員または他の本学学生 

（研究室単位等で同じプロジェクトとして実施する

研究の一部を学位論文として提出する場合） 

a b 

倫理審査を受ける。 
研究プロジェクトの代表者がプロジェクト全

体として倫理審査を受けても良い。 

ただし、この場合申請書類に以下の通り記載

されている必要がある。 

 

・共同研究者欄に学位論文を提出する学生が

入っていること。 

・研究計画書「Ⅹ. 研究に関する情報公開の

方法」の「２．研究結果の公表」欄の「②

修士論文・博士論文として発表する。」にチ

ェックを入れ、学位論文タイトルと学生氏

名を記載すること。 

・学位論文として行う研究についての詳細が

読み取れる研究計画になっていること。 

a b 

学位論文提出時にはプロジェクトで承認を受け

た判定通知書の写しを添付する。 

a b 

研究代表者 が 

 

a.学生本人 

 

b.他機関に所属する者 

（他機関の研究プロジェクトの一部を学位論文とし

て提出する場合） 

研究の実施主体である機関の倫理審査の承認を

受けた後に、その承認の通知書の写しを添えて提

出し、荒川キャンパス研究倫理委員会の倫理審査

を受けること。 

※ただし、他機関の事情により倫理審査の申請者

が内部の者に限られる等の場合は、申請者となっ

た者に本学の学位論文として公開する研究であ

る旨同意をもらい、その事情がわかるよう本学の

申請書類に記載すること。 

研究の実施主体である機関では、研究代表

者が研究プロジェクト単位で倫理審査を受

けているものと思われる。 

荒川キャンパス研究倫理委員会には所定の

申請書類に以下の書類を添付して提出し、

倫理審査を受けること。 

 

・研究の実施主体である機関の承認の通知

書（写し） 

・本学の学位論文として提出しようとして

いる研究が当該研究プロジェクトの一部

であることがわかる内容の書類 

・本学の学位論文として公開することに対

する研究代表者の同意書 

☆ 本学を満期退学し、その後追加の実験や調査を行う場合は、当該追加分の「判定通知書の写し」も提出する（追加分は、本人の所属で審査しているものと理解） 

☆ 本学に所属したことがない方の場合は、本人の所属機関で発行された「判定通知書の写し」を提出する 

☆ 倫理審査については、荒川研究倫理指針を参照のこと 


